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2022 年 1 月 1 日に「地域的な包括的経済連携協定」（以下「RCEP 協定」という）が

正式に発効しました。中国では、中央政府と地方政府が様々な政策と措置の公布を通じて

RCEP 協定の質の高い実施を促進しており、企業もこれを積極的に活用しています。しか

し、RCEP 協定のルールは比較的複雑であるため、RCEP 協定における優遇措置の適用

を受ける際、企業は様々な問題に直面しています。本稿では、これらの問題について典型

的な事例を収集・整理し、特に認定輸出者制度、原産地証明書、関税（特に税金の計算、

税還付）などの分野の代表的な問題を取り上げて、説明します。 

 

1. 認定輸出者の申請 

RCEP 協定における注目ポイントの一つである「認定輸出者制度」は、輸出国の政府当

局等から認定を受けた輸出者（企業）に原産地証明の自己申告を認める制度です。認定輸

出者となった企業は、貨物の輸出時に税関への原産地証明書の発給申請が不要となり、企

業は自主的にそれを発行し、中国国外で優遇税率を享受することができます。その効力は

税関が発給する原産地証明書に等しく、企業の通関対応上の効率は飛躍的に向上します。

関連法の規定は比較的にあいまいな部分もありますが、認定輸出者の申請実務について紹

介します。 

 

(1) 申請条件 

「中華人民共和国税関認定輸出者管理弁法」（税関総署令第 254 号）第 4 条の規定に

よると、認定輸出者は以下の条件を満たしていなければなりません。 

（ア）税関高級認証企業への該当 

（イ）関連する特恵貿易協定に基づく原産地規則を理解していること 

（ウ）原産地資格の文書管理に係る完備された制度を確立していること 

 

(2) 申請方法 

⚫ 高級認証企業（AEO：Authorized Economic Operator）となるための申請 

（ア）企業が税関高級認証企業の申請を行う場合、「税関高級認証企業基準」（税関

総署公告 2022 年第 106 号）に則り、「内部統制」「財務状況」「法令遵守規

範性」「貿易安全性」という 4 つの類別基準との照合を行う。企業による自社

評価の結果がこれらの基準を満たしていた場合は、登録地税関の企業管理部門

に申請する。 

＜ポイント＞ 

⚫ RCEP協定における規則は比較的複雑であることから、企業は同協定の適用を受け

る過程（認定輸出者制度の利用や原産地証明書、企業税還付の申請など）で様々

な問題に直面している。 

⚫ 認定輸出者制度は RCEP 協定における注目ポイントの一つであり、同制度の申請

にあたっては、登録地の税関に事前に高級認証企業（AEO）の認定を申請する必要

がある。 

⚫ 税関による製品の原産地属性に対する審査は、製品の事前審査の段階で行われ、

製品の詳細や貿易契約などの資料を提出する必要がある。 

⚫ 企業は法定の手続きに従い、過払いの関税の還付を主管税関に申請することがで

きる。 

http://www.gov.cn/gongbao/content/2022/content_5678088.htm
http://gdfs.customs.gov.cn/customs/302249/2480148/4658463/index.html
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（イ）登録地税関による審査（企業が提出した申請資料に問題がなく、記入事項が完

全かつ規範的であった場合、税関は申請を受理して「高級認証企業申請受理書」

を交付）。 

（ウ）直属の税関による審査、認証作業の実施および企業に赴いた上での実地認証を

実施する。 

（エ）直属の税関による決定（認証企業管理を適用する場合には、税関は「高級認証

企業証書」を発給。認証企業管理を適用しない場合には、税関は「認証企業不

認定決定書」を交付）。 

 

⚫ 「認定輸出者」となるための申請 

(ア)「『中華人民共和国税関認定輸出者管理弁法』の関連事項の実施に関する公告」

（税関総署公告 2021 年第 105 号）の第 1 条の規定に基づき、申請者は認定輸

出者の認定を申請する場合には、「中国国際貿易単一窓口」または「インター

ネット+税関」一体化オンライン事務プラットフォーム上の「認定輸出者管理

情報化システム」（以下、認定輸出者システム）を通じて「中華人民共和国税

関認定輸出者認定申請書」を提出し、企業の経営許可証、AEO 証書および企

業の中英文の印影のスキャン文書を附帯的にアップロードする必要がある。 

(イ) 主管税関による審査（認定の条件を満たした場合は、税関は認定書を発給して

番号を付与する。当該認定書は郵送完了日をもって発効する。認定条件を満た

していなかった場合は、税関は「認定輸出者不認定決定書」を交付）。 

 

(3) その他の関連情報 

（ア）認定輸出者の有効期限は発効から 3 年であり、有効期間が終了する 3 カ月以

内に管轄の税関に更新申請を行う。 

（イ）認定輸出者は、認定輸出者システムを通じて更新や抹消、情報変更、貨物情報

の提出、原産地証明の発行などの事項を処理する必要がある。 

（ウ）税関は認定輸出者システムを通じて申請者と認定輸出者に文書を交付し、認定

輸出者の申請の審査結果を通知する。 

 

2. 原産地証明書の発給申請 

原産地証明書は商品の原産地（すなわち貨物の生産地または製造地）を証明する証明文

書の一種です。これは輸入国側での輸入貨物に対する関税待遇の確定、貿易統計の実施、

特定の国家からの輸入数量の制限および統制の実施を行うに当たり、主要な根拠となりま

す。大まかなイメージとして、原産地証明書は当該商品の国際貿易を行う際の「経済的な

国籍」や「パスポート」に当たります。実務においては、多くの企業関係者から製品の原

産地属性の審査方法に関する照会を頻繁に受けます。これらの質問に回答する前に、まず

原産地証明書に係るオンライン申請を行う際のフローを理解する必要があります。 

ステップ 1：原産地企業届出の申請 

ステップ 2：企業による RCEP 協定原産地証明書のオンライン申請 

ステップ 3：RCEP 協定原産地証明書の現場での発給または自社でのプリントアウト 

 

なお、「中華人民共和国輸出入貨物原産地条例」（国務院令第 416 号）第 18 条による

と「貨物の輸出業者は輸出貨物の原産地証明書の発給申請を行う際は、まず発給機関での

登録手続きを行い、規定に従って輸出貨物の原産地を事実の通りに申告し、輸出貨物の原

http://www.mofcom.gov.cn/article/zcfb/zcwg/202202/20220203280714.shtml
https://www.singlewindow.cn/
http://online.customs.gov.cn/
http://online.customs.gov.cn/
http://www.gov.cn/gongbao/content/2004/content_63004.htm
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産地証明書の発給に係る必要資料を発給機関に提供しなければならない」と規定されてい

ます。 

また、「中華人民共和国税関『地域的な包括的経済連携協定』輸出入貨物原産地管理弁

法」（税関総署令第 255 号）の第 35 条の規定によると、企業の原産地証明書申請を審査

する際に、証明書発給機関は一般的には以下の方法を通じて貨物の原産資格と原産国（地

域）を確認します。 

(ア) 申請者への、貨物の原産資格と原産国（地域）に関する情報・資料の追加的な提供

の要求 

(イ) 輸出貨物の生産設備、加工工程、原材料・部品の原産資格、原産国（地域）および

輸出貨物説明書、包装、商標、荷印および原産地表記の現地確認 

(ウ) 関連の契約書、インボイス、帳簿その他関連資料の調査・閲覧・複製 

 

上述の法的規定からも明らかなとおり、企業は RCEP 協定原産地証明書の受給申請前

に、税関への届出を先に処理しなければならず、製品の原産地属性の審査を含む事前審査

の段階は上述のステップ 1 において行われます。また、これまで税関に原産地証明書の申

請を行った経験がない企業を対象とする届出手続きと事前審査の流れは、次のとおりとな

ります。 

 

(ア) 2019 年 10 月 15 日から 2022 年 12 月 29 日まで「二証合一」（2 つの証明書を 1

つにまとめる措置）が実施され、企業は対外貿易事業者届出が完了すると、同時に

原産地企業届出も自動的に完了する。企業は「インターネット+税関」全国一体化

プラットフォームまたは「中国国際貿易単一窓口」上にログインし、統一社会信用

コードを入力し、原産地企業届出の情報を調査・閲覧することができる。 

(イ) 2022 年 12 月 30 日をもって対外貿易事業者届出は廃止されており、必要性を有す

る企業は「インターネット+税関」一体化プラットフォームまたは「中国国際貿易

単一窓口」上にログインし、原産地企業届出を税関に申請することができる。2019

年 10 月 15 日から 2022 年 12 月 29 日までの期間中に、各地の商務部門において

対外貿易事業者届出を完了した企業は、原産地企業届出が同時に完了し、原産地証

明書の受給申請資格を既に自動的に取得しており、上述のルートを通じた届出の再

実施を要しない。 

(ウ) 企業申請者情報の維持管理。「企業申請者」とは RCEP 協定原産地証明書上にお

ける署名を企業から授権された者をいう。企業は「インターネット+税関」一体化

プラットフォームまたは「中国国際貿易単一窓口」にログインし、申請者情報の維

持・管理を行う必要がある。 

(エ) 証書発給製品の事前審査。証明書発給の加速を目的とし、生産型企業は証明書を発

給する製品の事前審査を申請することができる。企業は「インターネット+税関」

一体化プラットフォームまたは「中国国際貿易単一窓口」上の「製品事前審査」と

記されたモジュール内において申請を行うことができる。 

(オ) 企業は原産地企業届出の完成後に、「中国国際貿易単一窓口」を通じて原産地電子

データを発送し、税関に提出して審査を受けることができる。 

 

なお、その他の種類の原産地証明書を税関に既に申請したことのある企業は、上述の段

取りを省略することができます。 

http://www.gov.cn/gongbao/content/2022/content_5678091.htm
http://www.gov.cn/gongbao/content/2022/content_5678091.htm
http://online.customs.gov.cn/
http://online.customs.gov.cn/
https://www.singlewindow.cn/
http://online.customs.gov.cn/
https://www.singlewindow.cn/
https://www.singlewindow.cn/
http://online.customs.gov.cn/
http://online.customs.gov.cn/
https://www.singlewindow.cn/
http://online.customs.gov.cn/
http://online.customs.gov.cn/
https://www.singlewindow.cn/
https://www.singlewindow.cn/
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ステップ 2 とステップ 3 の内容については、「原産地証明の原産判定・証明書発行の一

連の流れ・手続きと留意点」と題する報告書において既に紹介していますので、紙幅の制

限により本稿においては説明を省略させていただきます。 

 

3. 過払い関税の還付申請 

実務においては、多くの企業の方から、何らかの理由で過払いとなった関税の還付の可

否について照会を受けます。関連法の規定と実務上の取扱方法からも明らかなとおり、企

業は RCEP 協定の税率よりも低い、その他の税率の適用を受けることができる場合にお

いて、RCEP 協定の税率基準に従って既に納税を行っていた場合は法定の手続きに従っ

て過払いの関税の還付を税関部門に事後請求することができます。 

 

(1) 根拠となる規定 

（ア）「地域的な包括的経済連携（RCEP）協定」第 2 章第 4 条第 2 項 

他の締約国の原産品は、当該締約国において当該原産品を対象として実施されて

いる最恵国税率が、附属書Ⅰ（関税確約表）中の当該締約国の定める関税率よりも

低かった場合には、「世界貿易機関を設立するマラケシュ協定」に従い、輸入時に

当該最恵国税率の適用対象とする。 

（イ）税関総署公告 2021 年第 119 号（2022 年度関税調整案の執行に関する公告） 

最恵国税率が RCEP 協定税率よりも低く、または RCEP 協定税率に等しかった

場合において、RCEP 協定に規定が設けられていたときは、当該規定の適用を受

け、RCEP 協定に規定が設けられていなかったときは、いずれか低いほうの適用を

受ける。 

（ウ）「中華人民共和国輸出入関税条例」（国務院令第 676 号）第 52 条第 2 項 

納税義務者は、税金を納め過ぎていたことが判明した場合、納税日から 1 年以内

に、過払いの税金に、同時期における普通預金利息を加算した額の還付を書面の形

式をもって税関に申請することができる。 

 

(2) 申請書類 

申請書類については「中華人民共和国税関輸出入貨物徴税管理弁法」（2018 年改正。

税関総署令第 240 号）第 58 条に基づいて、以下の申請書類を準備する必要があります。

ここで留意しなければいけないポイントは、実務上、税関の所在地によって必要な申請資

料が異なる可能性がある点です。そのため、準備段階から現地の税関に必要な資料につい

て事前に確認することが推奨されます。 

（ア）還付申請書 

（イ）税金の還付義務を証明することができる資料 

 

(3) 申請手続き 

「中華人民共和国税関輸出入貨物徴税管理弁法」第 64 条によると、還付申請書の提出

後の手続きは具体的に以下のとおりとなります。 

(ア) 税関は納税義務者からの還付申請を審査し、申請資料が完備されており、所定の  

様式を満たしていた場合には申請を受理する。税関による申請資料の受領日が、受

理日となる。 

(イ) 申請資料が完備されていなかった場合、または所定の様式を満たしていなかった場

合には、税関は申請資料の受領日から 5 営業日以内に、修正を要するすべての内容

https://www.jetro.go.jp/ext_images/_Reports/01/52f5c1eb156ee90c/20220049rev1.pdf
https://www.jetro.go.jp/ext_images/_Reports/01/52f5c1eb156ee90c/20220049rev1.pdf
https://www.wto.org/english/docs_e/legal_e/04-wto_e.htm
http://czt.gxzf.gov.cn/zfxxgkzl/xzfgk/P020220902354082072190.pdf
http://www.moj.gov.cn/pub/sfbgw/flfggz/flfggzbmgz/201903/t20190315_146097.html
http://www.moj.gov.cn/pub/sfbgw/flfggz/flfggzbmgz/201903/t20190315_146097.html
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＜日系企業へのアドバイス＞ 

⚫ 企業は RCEP 協定によってもたらされる税関監督管理上の新たな変化、および企業

の輸出入コンプライアンス管理に対して提起される潜在的な新たな要求に綿密に

注意することが推奨される。 

⚫ 中国国内の企業は税関の規定する基準に基づいて自社評価を事前に行うことがで

き、条件を満たしている企業は認定輸出者への認定を申請することができる。当該

制度を活用した場合、原産地証明書の受給申請の段階における時間を節約し、外国

貿易の通関上の効率を大幅に向上させ、企業のコストを引き下げることができる。 

⚫ 原産地証明書の受給を申請する必要がある企業は、発給機関での登録手続きや原産

地証明書発給に係る必要資料の提出など一連の事前届出を主体的に行い、届出手続

きと事前審査に係る資料を準備しておく必要がある。  

⚫ 企業は目下適用を受けている税率が最適な税率なのか否かを入念に照合し、仮に最

適な税率ではなかった場合には、必ず納税日から 1年以内に税還付を主管税関に申

請しなければならない。 

を納税義務者に一括で通知する。修正後の申請資料の受領日が、還付申請の受理日

となる。 

(ウ) 税関は受理日から 30 日以内に調査と確認を行い、還付手続きの実施または税還付

申請の却下を納税義務者に通知する。 

(エ) 納税義務者は、税関から税還付の認可通知を受けた日から 3 カ月以内に、関連の税

還付手続きを行わなければならない。 
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⚫ 中国税関総署「『中華人民共和国税関認定輸出者管理弁法』の関連事項の実施に関す

る公告（税関総署公告 2021 年第 105 号）」（2021 年 12 月 10 日） 

⚫ 中国国務院「中華人民共和国輸出入貨物原産地条例（中華人民共和国国務院令第 709

号）」（2004 年 9 月 3 日） 

⚫ 全国人民代表大会常務委員会「中華人民共和国対外貿易法」（2022 年 12 月 30 日） 

⚫ 中国税関総署「中華人民共和国税関『地域的な包括的経済連携協定』輸出入貨物原産

地管理弁法（税関総署第 255 号令）」（2021 年 11 月 23 日） 

⚫ 中国税関総署「中華人民共和国税関輸出入貨物徴税管理弁法（税関総署令第 240号）」

（2018 年 5 月 29 日） 

⚫ 中国国務院「中華人民共和国輸出入関税条例（国務院令第 676 号）」（2017 年 3 月

1 日） 
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